
（平成２６年１０月１６日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認東北地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 5 件



東北（山形）厚生年金 事案 3541 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、株式会

社Ｂ）における資格取得日に係る記録を平成５年９月 21 日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を 26 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年９月 21 日から同年 10 月１日まで 

私は、平成５年９月 21 日にＣ株式会社からＡ株式会社に転籍したも

のの、継続して勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ｂの回答、同僚の証言及び申立人の雇用保険の加入記録から、

申立人は、申立期間においてＡ株式会社に継続して勤務していたことが確

認できる。 

また、株式会社Ｂの元人事担当者は、Ａ株式会社がＣ株式会社から分社

し独立した際に同社から転籍した従業員は、全員が一日の空白も無く継続

して勤務したとしている上、申立期間の厚生年金保険被保険者資格の取得

及び喪失に係る届出を誤ったと思われる旨証言している。 

さらに、株式会社Ｂは、保険料控除が確認できる資料は無いが、当時も

本社一括で給与計算を行っていたので、申立期間の給与から厚生年金保険

料を控除していたはずである旨回答している。 

一方、オンライン記録によると、Ａ株式会社は、平成５年 10 月１日

（現在は、平成５年９月 21 日に訂正）に厚生年金保険の適用事業所とな

っており、申立期間において適用事業所となっていないが、同社の商業登

記簿謄本により、同社は昭和 60 年３月 30 日に設立されていることが確認



できることから、申立期間において厚生年金保険法に定める適用事業所の

要件を満たしていたものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ株式会社において申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社におけ

る平成５年 10 月の社会保険事務所（当時）の記録から、26 万円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

上記のとおり、Ａ株式会社は申立期間において適用事業所の要件を満たし

ていながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められ

ることから、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



東北（岩手）厚生年金 事案 3543 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格取得日は昭和 26 年１

月１日、資格喪失日は 27 年２月４日であると認められることから、申立

人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正

することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、3,000 円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26 年１月１日から 28 年 10 月１日まで 

私は、申立期間当時、Ａ社に正社員として勤務し、事務を担当してい

たが、厚生年金保険の被保険者期間となっていない。 

Ａ社には２年半は勤務したと思うので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によれば、申立

人と同姓同名かつ同一の生年月日の者で、資格取得日が昭和 26 年１月１

日と記載され、資格喪失日が記載されていない基礎年金番号に未統合の被

保険者記録が確認できる。 

また、申立期間当時の事業主の子から提出された申立人に係る健康保険

厚生年金保険標準報酬決定通知書及び複数の同僚の証言により、申立人が

Ａ社に勤務していたことが推認できる。 

さらに、当該未統合の被保険者記録における厚生年金保険被保険者記号

番号は、申立期間前に勤務した事業所において申立人に対して払い出され、

既に申立人の基礎年金番号に統合されている記号番号と同じであることか

ら、当該未統合の被保険者記録は申立人の被保険者記録であることが認め

られる。 

一方、当該未統合記録は、前述のとおり資格喪失日の記載が確認できな



いところ、上記被保険者名簿の申立人に係る被保険者記録の備考欄には、

不鮮明ではあるものの、資格喪失日を昭和 27 年２月４日とする変更が行

われたと考えられる記載があること、及び複数の同僚等の証言から、申立

人は、少なくとも同年２月３日まではＡ社に勤務していたことが推認でき

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における厚生年金保険被保

険者資格取得日は昭和 26 年１月１日、資格喪失日は 27 年２月４日とする

ことが妥当である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、Ａ社の健康保険厚生年金保

険事業所別被保険者名簿に記載されている申立人の被保険者資格取得時の

記録から、3,000 円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち昭和 27 年２月４日から 28 年 10 月１日までにつ

いては、同僚から、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料控除等について

の具体的な証言を得ることはできない上、Ａ社は厚生年金保険の適用事業

所ではなくなっており、当時の事業主も既に亡くなっていることから、申

立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除等について確認

することができない。 

このほか、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（山形）厚生年金 事案 3546 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ営業所（厚生年

金保険の適用事業所名は、Ａ株式会社）における資格取得日に係る記録を

昭和 47 年７月 30 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 2,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年７月 30 日から同年８月１日まで 

昭和 47 年３月 27 日にＡ株式会社Ｃ事業所（現在は、株式会社Ｄ）に

入社し、研修を終了した後に同社Ｂ営業所に配属された。 

昭和 47 年 11 月 30 日に退職するまで継続して勤務していたので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主の回答、複数の同僚の証言及び同僚の厚生年金保険の被保険者記

録から判断すると、申立人は、Ａ株式会社に継続して勤務し（Ａ株式会社

Ｃ事業所から同社Ｂ営業所へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、事業主は資料が無く不明としているものの、

申立人及び複数の同僚の証言から、申立人は、申立期間当時はＡ株式会社

Ｂ営業所に勤務していたことが推認できる上、事業主は、申立人は退職す

るまで１日も空くことなく勤務していたとしていることから、昭和 47 年

７月 30 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額は、Ａ株式会社Ｂ営業所の事業所別被保

険者名簿における資格取得時（昭和 47 年８月１日）の記録から４万

2,000 円とすることが妥当である。 



なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



東北（山形）厚生年金 事案 3547 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ営業所（厚生年

金保険の適用事業所名は、Ａ株式会社）における資格取得日に係る記録を

昭和 47 年７月 30 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 2,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年７月 30 日から同年８月１日まで 

昭和 47 年３月 27 日にＡ株式会社Ｃ事業所（現在は、株式会社Ｄ）に

入社し、研修を終了した後に同社Ｂ営業所に配属された。 

昭和 48 年３月 31 日に退職するまで継続して勤務していたので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主の回答、複数の同僚の証言及び同僚の厚生年金保険の被保険者記

録から判断すると、申立人は、Ａ株式会社に継続して勤務し（Ａ株式会社

Ｃ事業所から同社Ｂ営業所へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、事業主は資料が無く不明としているものの、

申立人及び複数の同僚の証言から、申立人は、申立期間当時はＡ株式会社

Ｂ営業所に勤務していたことが推認できる上、事業主は、申立人は退職す

るまで１日も空くことなく勤務していたとしていることから、昭和 47 年

７月 30 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額は、Ａ株式会社Ｂ営業所の事業所別被保

険者名簿における資格取得時（昭和 47 年８月１日）の記録から５万

2,000 円とすることが妥当である。 



なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は保険料を納付したか否かについては不明とし

ているものの、申立人に係るＡ株式会社Ｂ営業所における厚生年金保険の

被保険者資格取得日が雇用保険の被保険者資格取得日と同日となっており、

社会保険事務所（当時）及び公共職業安定所の双方が誤って同じ資格取得

日を記録したとは考え難いことから、事業主が昭和 47 年８月１日を資格

取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年７月

分の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人

に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東北（山形）厚生年金 事案 3548 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ営業所（厚生年

金保険の適用事業所名は、Ａ株式会社）における資格取得日に係る記録を

昭和 47 年７月 30 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 2,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年７月 30 日から同年８月１日まで 

昭和 47 年３月 27 日にＡ株式会社Ｃ事業所（現在は、株式会社Ｄ）に

入社し、研修を終了した後に同社Ｂ営業所に配属された。 

昭和 48 年３月 31 日に退職するまで継続して勤務していたので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主の回答、複数の同僚の証言及び同僚の厚生年金保険の被保険者記

録から判断すると、申立人は、Ａ株式会社に継続して勤務し（Ａ株式会社

Ｃ事業所から同社Ｂ営業所へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、事業主は資料が無く不明としているものの、

申立人及び複数の同僚の証言から、申立人は、申立期間当時はＡ株式会社

Ｂ営業所に勤務していたことが推認できる上、事業主は、申立人は退職す

るまで１日も空くことなく勤務していたとしていることから、昭和 47 年

７月 30 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額は、Ａ株式会社Ｂ営業所の事業所別被保

険者名簿における資格取得時（昭和 47 年８月１日）の記録から４万

2,000 円とすることが妥当である。 



なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は保険料を納付したか否かについては不明とし

ているものの、申立人に係るＡ株式会社Ｂ営業所における厚生年金保険の

被保険者資格取得日が雇用保険の被保険者資格取得日と同日となっており、

社会保険事務所（当時）及び公共職業安定所の双方が誤って同じ資格取得

日を記録したとは考え難いことから、事業主が昭和 47 年８月１日を資格

取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年７月

分の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人

に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3549 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年９月 30 日から同年 10 月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料をＡ社の事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人の同社における資格喪失日に係る

記録を同年 10 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を６万 4,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年 10 月１日から同年 11 月

１日までの期間に係る厚生年金保険料を株式会社Ｂ（現在は、株式会社

Ｃ）の事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人の同社における資格取得日に係る記録を同年 10 月１日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額を６万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年９月 30 日から同年 11 月１日まで 

年金記録を確認したところ、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録

が無かった。昭和 45 年 10 月１日にＡ社に採用され、46 年 10 月１日に

同社のＤ部門が独立して株式会社Ｂとなったが、継続して勤務していた

ので、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 46 年９月 30 日から同年 10 月１日までの期間に

ついて、株式会社Ｂの設立当時の事業主及び申立人と同様にＡ社から株式

会社Ｂに移籍したとする複数の同僚の証言により、申立人は、当該期間に

おいてＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、上記の事業主及び複数の同僚は、当該期間において勤務地及び業



務内容等に変更は無く、厚生年金保険料についても給与から控除されてい

た旨証言している。 

さらに、申立人と同様にＡ社から株式会社Ｂに移籍したとする同僚から

提出された給料支払明細書によると、当該期間に係る厚生年金保険料が控

除されていたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険

料をＡ社の事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社の健康保

険厚生年金保険被保険者名簿における資格喪失時（昭和 46 年８月）の記

録から、６万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、Ａ社は既に解散しており、当時の役員及び解散時の清

算人も亡くなっていることから確認することはできないが、事業主が申立

人の同社における厚生年金保険被保険者資格喪失日を昭和 46 年 10 月１日

と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年９月

30 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪

失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月の

保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知

を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険

料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人の当該期間に係る厚生年

金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間のうち、昭和 46 年 10 月１日から同年 11 月１日までの期間に

ついて、雇用保険の被保険者記録、株式会社Ｂの設立当時の事業主及び申

立人と同様にＡ社から株式会社Ｂに移籍したとする複数の同僚の証言によ

り、申立人は、当該期間において同社に継続して勤務していたことが認め

られる。 

また、申立人と同様にＡ社から株式会社Ｂに移籍したとする同僚が所持

していた給料支払明細書によると、当該期間に係る厚生年金保険料が控除

されていることが確認できる上、上記の事業主は、移籍した従業員の当該

期間に係る厚生年金保険料を給与から控除していた旨証言している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険

料を株式会社Ｂの事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ｂにおけ

る昭和 46 年 11 月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から６万

8,000 円とすることが妥当である。 

一方、株式会社Ｂに係る適用事業所名簿によると、同社が厚生年金保険

の適用事業所となったのは昭和 46 年 11 月１日であり、申立期間において

適用事業所となっていないが、商業法人登記簿によると、同社は同年 10



月１日から法人事業所であることが確認できる上、上記の事業主の証言等

により５人以上の従業員が勤務していたことが認められることから、当時

の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断さ

れる。 

なお、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、株式会社Ｃは、保険料は納付していないと思われると

回答している上、上述のとおり、事業主は、当該期間において厚生年金保

険の適用事業所の要件を満たしていながら社会保険事務所に適用の届出を

行っていなかったと認められることから、当該期間の保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



東北（青森）国民年金 事案 1907 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年９月から 50 年５月までの期間及び平成２年１月から

５年２月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年９月から 50 年５月まで 

② 平成２年１月から５年２月まで 

国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付についての記憶は定か

ではないが、市役所から国民健康保険税と国民年金保険料の納付通知書

が送られてきて全額納付したと思うので、申立期間①及び②を国民年金

保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間①及び②に係る国民年金被

保険者資格の取得及び喪失に係る処理は、平成 13 年１月 10 日に行われて

いることが確認できることから、それ以前は、申立期間は国民年金に未加

入の期間として取り扱われており、国民年金保険料の納付書は発行されず、

保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

また、Ａ市では、申立人の国民年金の加入記録について、「国民年金資

格の履歴によると、申立期間①及び②の資格取得の届出日が共に平成 12

年 12 月６日となっているところ、同年 10 月 31 日の資格取得の届出日も

同年 12 月６日となっていることから、当該資格取得手続の際に過去の加

入漏れが発覚し、遡って加入したことがうかがえ、それまでは申立期間①

及び②は国民年金に未加入であったことから、国民年金保険料の納付書は

作成されていなかった上、当該資格取得手続が行われた時点では、申立期

間①及び②については、時効により保険料を納付することはできないため、

納付書が送られることは無い。」旨回答している。 

さらに、Ａ市では、申立人の国民健康保険の加入記録について、申立期



間①における加入記録は無いが、申立期間②においては加入記録があると

回答しているところ、申立期間②において国民健康保険には加入したが、

国民年金には未加入であったことについて、同市では、「申立人は、平成

２年１月 24 日に国民健康保険の資格を取得しているところ、加入理由は

転入となっている。転入者で社会保険に加入していた場合は、社会保険離

職証明書等の挙証書類を提出してもらい、国民健康保険及び国民年金の加

入手続を行うが、前住所地からの転出証明書に年金番号の記載が無く、本

人も年金手帳を所持していないような場合は、国民健康保険の加入手続の

みを行い、国民年金の加入手続は必要書類が整った時点で行うこともあ

る。」旨回答しており、国民年金と国民健康保険の加入手続は必ずしも同

時に行われていたわけではなかったことがうかがえる。 

加えて、申立期間①及び②当時、国民年金に加入した場合は、国民年金

手帳記号番号が払い出されることになるが、申立人に対して国民年金手帳

記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立

人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①及び②の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



東北（青森）厚生年金 事案 3542 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年６月から同年９月頃まで 

② 昭和 39 年９月から同年 12 月頃まで 

申立期間①について、私は、Ａ県Ｂ市Ｃ地区にあったＤ業種の事業所

でＥ業務をしていた。会社名は定かではないが、「Ｆ」の商品を扱って

いた。 

申立期間②について、私は、Ａ県Ｂ市Ｇ地区にあったＨ商品の販売店

に住み込みで勤務し、Ｉ業務をしていた。 

申立期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ県Ｂ市Ｃ地区にあったＤ業種の事業

所に勤務していたが、事業所名については定かではない旨述べているとこ

ろ、申立人の記憶、申立期間当時、「Ｆ」の商品を扱っていたＪ株式会社

の後継事業所であるＫ株式会社の回答及び申立期間当時、Ｊ株式会社にお

いて厚生年金保険の被保険者資格を取得している者の証言から、申立人が

勤務していたとする事業所は同社Ｌ事業所であると推認され、勤務期間の

特定はできないものの、申立人は同社Ｌ事業所に勤務していたことがうか

がえる。 

しかしながら、Ｋ株式会社は、申立期間①当時の資料は無く、申立人の

勤務実態については不明と回答していることから、申立期間①における申

立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除等について確認できない。 

また、Ｊ株式会社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿に



より、申立期間①に同社において厚生年金保険の被保険者資格を取得して

いる者のうち所在が確認できた 24 人に照会を行ったところ、８人から回

答を得られたが、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除等について

具体的な証言を得ることはできなかった。 

さらに、Ｊ株式会社に係る上記名簿により、申立期間①に厚生年金保険

の被保険者資格を取得している者を確認したが、申立人の氏名は見当たら

ない上、整理番号に欠番も無い。 

加えて、申立人は、申立期間①に勤務していた事業所について、「株式

会社Ｍだったかもしれない。」とも述べていることから、申立期間①当時、

Ａ県内で厚生年金保険の適用事業所となっている株式会社Ｍ（所在地は、

Ａ県Ｌ市Ｎ地区）の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿により、

申立期間①に厚生年金保険の被保険者資格を取得している者を確認したが、

申立人の氏名は見当たらない上、整理番号に欠番も無い。 

申立期間②について、申立人は、Ａ県Ｂ市Ｇ地区にあったＨ商品の販売

店に勤務していたと述べており、申立期間②当時、Ｈ商品の販売店を会員

としていたＯ団体は、厚生年金保険の適用事業所であったことが確認でき

るところ、現在、同団体の厚生年金加入一覧表（手書き台帳）を保管して

いるＰ団体の事務を代行している株式会社Ｑの担当者は、「以前、当社に

勤務していた者から聞いた話では、Ｏ団体で厚生年金保険を取り扱ってい

た当時は、Ｈ商品の販売店の代表者等から加入依頼のあった者がＯ団体に

おいて厚生年金保険及び健康保険に加入しており、同団体に所属する全て

の者が必ずしも厚生年金保険に加入していたわけではない。」と回答して

いる。 

また、Ｐ団体から提出されたＯ団体に係る厚生年金加入一覧表によれば、

申立期間②において厚生年金保険の被保険者資格を取得している者の中に

申立人の氏名は無く、整理番号に欠番も無い。 

さらに、Ｐ団体から提出されたＨ商品の販売店の代表者に係る写真帳

（昭和 41 年 12 月Ｒ社Ｓ部署作成）によれば、申立期間②当時、Ａ県Ｂ市

にＨ商品の販売店のＴ支店があり、代表者の氏名が確認できるが、オンラ

イン記録によれば、当該代表者は既に死亡していることから、申立人の勤

務実態及び厚生年金保険料の控除について確認できない上、当該代表者は、

申立期間②当時は国民年金の被保険者となっており、Ｏ団体において厚生

年金保険の被保険者資格を取得したのは申立期間より後であることが確認

できる。 

加えて、Ｐ団体は、Ｏ団体に係る厚生年金加入一覧表によれば、申立期

間②において厚生年金保険の被保険者資格を取得している者の中にＨ商品

の販売店のＴ支店の者は確認できない旨回答している。 

また、Ｏ団体に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿により、



申立期間②において厚生年金保険の被保険者資格を取得している者を確認

したが、申立人の氏名は見当たらない上、整理番号に欠番も無い。 

さらに、申立人から聴取しても同僚の氏名が不明であるため、申立人の

勤務実態及び厚生年金保険料の控除等について証言を得ることができない。 

このほか、申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（福島）厚生年金 事案 3544 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年３月５日から同年９月１日まで 

私は、申立期間において、Ａ社Ｂ事業所Ｃ施設に臨時社員として雇用

されていたが、厚生年金保険の被保険者記録が無いので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社が発行した在職証明及び同社の回答から、申

立人は、申立期間において、同社Ｃ施設に臨時社員として勤務していたこ

とが確認できる。 

しかしながら、Ａ社は、「申立期間当時の関係資料は保存年限経過によ

り提供できない。」旨回答していることから、申立期間における申立人の

厚生年金保険料の控除を確認することはできない。 

また、申立期間にＡ社において厚生年金保険の被保険者資格を取得して

いる 13 人のうち、所在が確認できた８人に照会したところ、回答があっ

た７人のうち２人は、「Ａ社では、臨時社員は厚生年金保険に加入させて

いなかった。」旨回答している上、そのうち１人は、「私は、臨時社員の

時は厚生年金保険に加入しておらず、嘱託社員となった時から厚生年金保

険に加入している。」旨回答している。 

さらに、申立人のＡ社における雇用保険の被保険者記録は見当たらない

上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立期間内に

厚生年金保険の被保険者資格を取得している者を確認したが、申立人の氏

名は見当たらず、整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな



い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3545 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年５月 31 日から同年６月１日まで 

Ａ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）から交付された辞令により、同社

には昭和 46 年５月 31 日から勤務していたと思われるが、厚生年金保険

の被保険者資格取得日は、同年６月１日になっているので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻から提出された申立人に係る辞令及び申立人のＡ株式会社に

係る雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人は、申立期間におい

て、同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ａ株式会社の同僚に係る雇用保険及び厚生年金保険の加

入記録によると、申立人と同様に、雇用保険の被保険者資格取得日は昭和

46 年５月 31 日であるが、厚生年金保険の被保険者資格取得日は同年６月

１日となっている者が４人確認できる上、申立期間及びその前後に同社に

おいて厚生年金保険の被保険者資格を取得した者の雇用保険の被保険者記

録を確認したところ、申立人と同様に、雇用保険の被保険者資格取得日よ

りも後に厚生年金保険の被保険者資格を取得している者が複数名確認でき

ることから、申立期間当時、同社では、必ずしも全ての者を雇用保険の加

入と同時に厚生年金保険に加入させていたわけではなく、厚生年金保険へ

の加入時期については区々であったことがうかがえる。 

また、Ｂ株式会社では、申立期間における厚生年金保険に係る関係資料

は無いと回答しており、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除



等について確認できない。 

さらに、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票における

申立人の被保険者資格取得日はオンライン記録と一致しており、同原票の

記録に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3550 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年５月 20 日から 53 年 11 月１日まで 

私の株式会社Ａにおける厚生年金保険の被保険者資格喪失日は昭和

50 年５月 20 日となっているが、53 年 10 月 31 日まで継続して勤務して

いたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

商業法人登記簿によると、株式会社Ａは平成８年６月１日に解散し、事

業主は既に亡くなっている上、同社において取締役であった者のうち所在

が確認できる一人に照会を行ったが回答が得られないことから、申立人の

申立期間に係る勤務実態及び給与からの厚生年金保険料控除等を確認する

ことができない。 

また、申立期間において株式会社Ａにおける厚生年金保険被保険者であ

り、所在が確認できる 14 人（申立人が姓のみ記憶する同僚と同姓の２人

を含む。）に照会を行ったところ、回答のあった９人のうち３人は、申立

人を知っているが具体的な勤務期間等は不明としていることから、申立人

の申立期間における勤務実態及び給与からの厚生年金保険料控除等につい

て確認することができない。 

さらに、株式会社Ａに係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の資

格喪失年月日は昭和 50 年５月 20 日と記録され、オンライン記録と一致し

ている上、同被保険者名簿において当該記録が遡及して訂正されている等

の不自然な箇所は見当たらない。 

加えて、株式会社Ａが加入していたＢ健康保険組合は、平成 26 年４月

１日に解散していることから、申立人の同社における健康保険の加入期間

を確認することができない。 



このほか、申立人が申立期間における厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（岩手）厚生年金 事案 3551 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年２月 16 日から 59 年３月頃まで 

申立期間について、私は、有限会社Ａに取締役として勤務し、厚生年

金保険料も控除されていたが、厚生年金保険被保険者記録が無いので、

調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

有限会社Ａに係る登記簿謄本及び申立人の雇用保険の被保険者記録から、

申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、有限会社Ａは、昭和 57 年６月 30 日に厚生年金保険の適

用事業所ではなくなっている上、既に解散しており、申立期間当時の代表

取締役も亡くなっていることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険

の取扱い及び保険料控除について確認できない。 

また、有限会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンラ

イン記録によると、同社における厚生年金保険の被保険者は昭和 56 年２

月１日に被保険者資格を取得した者が最後であり、その後に被保険者資格

を取得した者は確認できない。 

さらに、申立人は、有限会社Ａが厚生年金保険の適用事業所ではなくな

った後も継続して勤務し、給与から厚生年金保険料が控除されていたと主

張しているが、同社において昭和 57 年３月 31 日に厚生年金保険被保険者

資格を喪失した 13 人及び同年６月 30 日に被保険者資格を喪失した３人の

計 16 人のうち、資格喪失日以降も雇用保険の被保険者記録が確認できる

者が９人おり、このうち所在が確認できた６人に申立期間における厚生年

金保険料控除等について照会したところ、回答があった５人のうち４人は

当時のことを覚えていないと回答し、残る１人は同社において厚生年金保



険被保険者資格を喪失した後に勤務していた期間に係る給与から厚生年金

保険料は控除されていなかったと回答している。 

このほか、申立人が申立期間における厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 




